
 

円山動物園エゾヒグマ館ロードヒーティング修繕業務仕様書 

 

１　目的 

　　本業務は、円山動物園エゾヒグマ館ロードヒーティング修繕を行い、適切な飼育環

境を確保することを目的とする。 

 

２　業務概要 

(1)　エゾヒグマ館において、ロードヒーティングの再敷設を行う。 

 (2)　本業務の実施に当たり、園内動物の状態による作業中断、動物の入院・妊娠・出

産に伴う緊急の作業中断にも柔軟に対応できる体制を構築すること。 

 (3)　業務の実施に当たっては、本仕様書による他、関係法令を遵守し、併せて委託者

の指示による。 

 

３　業務実施期間 

　　契約書に示す日から令和８年11月30日まで 

 

４　業務対象施設 

札幌市円山動物園（札幌市中央区宮ケ丘３番地１） 

エゾヒグマ館外放飼場 

 

５　業務内容（詳細は別紙参考図参照） 

（1） 下記の部品を調達する 

　　　ヒーティングユニット（ピッチ70　一般用　2.4㎡） 

　　　リードケーブル（RHVV5.5sq　2ｍ) 

 (2)  ヒーティングユニット、リードケーブルの位置だしを行う 

 (3)　既設H-1（別図１）を離線する 

 (4)　別図２のとおり擬岩等を斫り、対象部分のロードヒーティングを撤去する。 

 (5)　ヒーティングユニット、リードケーブルの敷設を行う 

 (6)　結線、絶縁測定、試運転を行う 

 (7)　下地モルタル厚さ20ｍｍ、仕上げモルタル80㎜で仕上げる 

 

６　共通事項 

(1)  施設内の立入作業については、動物の状態により作業時期に注意点・制約がある

ことから、作業計画を委託者と綿密に協議すること。 

　　 また、日により資機材の搬出入経路、搬出入時間の制約が異なることから、事前

に委託者と作業予定日の確認を行うこと。 

(2)  塗装する場合については、塗装色は委託者の指定色とする。 

(3)  引き渡された業務目的物が、種類または品質に関して契約の内容に適合しないも   

のであるときは、速やかに無償で修理に応じること。 

(4)  獣舎内の往来については、委託者の指示に従うこと。 

(5)  その他詳細は委託者の指示による。 
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７　業務実施における一般事項 

(1)  作業員は腕章等を着用し、本業務の作業員であることが判別できるようにするこ

と。 

(2)  円山動物園敷地内すべて禁煙である。 

(3)  盗難、火災等の発生に注意すること。 

なお、異常を発見した場合には、ただちに委託者に報告すること。 

(4)  拾得物は、ただちに委託者に届け出ること。 

(5)  受託者の負担の範囲 

　　ア　関係官庁、その他法令に基づく申請手続き等が必要な場合は、業務に支障ない

よう遅滞なく行うこと。ただし、申請手続き等に要する費用は、受託者の負担

とする。 

　　イ　交換、点検等に必要な工具、計測機器等の機材、及び材料、消耗部材等につい

ても受託者の負担とする。 

(6)  安全の確保について 

作業の実施にあたっては、通行者や車両等の事故防止に努めるとともに、本業

務に起因する事故に対する一切の責任を負うこと。 

(7)  作業実施について 

作業実施に伴う騒音や振動等により、動物や来園者への影響が心配される場合

には、予め委託者に指示を仰ぐこと。また、動物の入院・出産等により一時的に

作業を中断する場合もある。 

(8)  車両の入構について 

園内に作業車両が入構する場合は、予め委託者の許可を得、運転者及び運転者

連絡先を車両に分かるように表示すること。また、車両の通行については、来園

者や園内他工事との調整が必要となるので、事前に委託者と十分協議を行うこ

と。 

(9)  備品等の破損事故 

業務の実施にあたり、備品、設備、掲示物等を棄損し、または棄損箇所を発見

した場合は、ただちに委託者へ連絡のうえ、適切な処置をとること。 

(10) 作業報告 

　    工程の進捗報告、疑義の解消、情報共有を行うための打合せを適宜行うこと。 

 

８　環境負荷低減事項 

　　本業務の履行においては、環境負荷の低減に努めること。 

(1)  燃料・電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2)  極力低公害自動車等、環境負荷の少ない車両を使用すること。 

(3)  アイドリングストップを徹底するなど燃料の節約に務めること。 

 

９　提出書類 

（1）契約締結後、速やかに以下の書類を提出すること。 

ア　工程表 

（2）業務完了後、速やかに以下の書類、データを提出すること。 

　ア　完了届 

　イ　業務写真（データ） 

ウ　その他、委託者の指示するもの 
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10　その他 

本業務の実施に関しての疑義については、委託者・受託者の双方が協議 

してこれを処理すること。また、本仕様書に記載されていない事項であっても技術的

に必要と思われることはすべて行うこと。 
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